
令和２・３年度入札参加資格審査申請（当初申請）に係る申請受付期間の変更について 

 

令和元年台風による被害の影響に鑑み、令和２・３年度入札参加資格審査申請（当初申請）

に係る申請受付期間を下記のとおり変更いたします。 

また、当初申請に係る告示文について、下記のとおり改正したのでお知らせします。 

  

記 

（１）申請受付期間の変更 について 

   変更前：令和元年９月１７日（火）から令和元年１１月１５日（金）午後５時まで 

   変更後：令和元年９月１７日（火）から令和元年１１月２９日（金）午後５時まで 

 

（２）告示文の一部改正について 

「入札参加の資格等について」の一部を改正する告示 

入札参加の資格等について（令和元年８月２８日市川市告示第９０号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

第５ 電子申請の時期等 

 １ 資格者名簿の有効期間の始期が令和

２年４月１日の入札参加資格を得るた

めの電子申請及び申請書類の提出は、令

和元年９月１７日から令和元年１１月

１５日午後５時までに行わなければな

らない。 

   なお、申請書類が上記期間内に千葉県

電子自治体共同運営協議会（共同受付窓

口）に到達したものを有効とし、資格者

名簿への登載は、審査の完了を条件とす

る。 

   また、資格者名簿の有効期間の始期が

令和２年７月１日以降の入札参加資格

を得るための電子申請及び申請書類の

提出は、別途行う告示（以下、「随時申

請等の告示」という。）により定めるた

め、随時申請等の告示に基づき令和２年

４月１６日以降に手続きを行うこと。 

 ２ （略） 

第５ 電子申請の時期等 

 １ 資格者名簿の有効期間の始期が令和

２年４月１日の入札参加資格を得るた

めの電子申請及び申請書類の提出は、令

和元年９月１７日から令和元年１１月

２９日午後５時までに行わなければな

らない。 

   なお、申請書類が上記期間内に千葉県

電子自治体共同運営協議会（共同受付窓

口）に到達したものを有効とし、資格者

名簿への登載は、審査の完了を条件とす

る。 

   また、資格者名簿の有効期間の始期が

令和２年７月１日以降の入札参加資格

を得るための電子申請及び申請書類の

提出は、別途行う告示（以下、「随時申

請等の告示」という。）により定めるた

め、随時申請等の告示に基づき令和２年

４月１６日以降に手続きを行うこと。 

 ２ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

 この告示は、令和元年１１月１４日から施行する。 


